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第１章 計画の目的と背景

１ 計画策定の目的

１９７５年（昭和５０年）の国際婦人年から４２年を経過し、国においては、男女共同参画社会の実現

に向けた法律の整備や制度の確立が進められ、女性の地位向上と、男女が多様な生き方を選択で

きる社会づくりが進められてきました。

１９９９年（平成１１年）６月には、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため「男

女共同参画社会基本法」が施行され、２０００年（平成１２年）には「男女共同参画基本計画」が策定

されており、男女共同参画社会の実現は２１世紀の最重要課題として位置づけられました。

その後、男女共同参画社会の国内外の様々な状況の変化を踏まえ、平成１７年の第２次、平成２２

年の第３次と男女共同参画基本計画が策定されました。

五島市においては、男女共同参画に関する講演会やセミナーの開催や各種広報媒体を活用した

啓発活動を行ってきましたが、今なお男女の性別による固定的な役割分担意識等を背景とした社

会慣習は解消されていないのが実情です。

年齢構成や社会情勢の変化に伴う働き方の見直しや子育て・介護支援などが、尚一層求められ

る中、市民一人ひとりが自分らしくいきいきと暮らすことのできる地域社会の実現のため、「第

３次五島市男女共同参画計画」を策定するものです。

２ 計画策定の背景

� 世界の動き

１９７５年（昭和５０年）、国際連合が提唱した国際婦人年に開催された第１回世界女性会議（メキ

シコシティ）において、平等・発展・平和を目標とする「世界行動計画」が採択され、翌年から

の１０年間を「国連婦人の十年」と決定し、世界各国が計画の進展に取り組むことを提唱しました。

１９７９年（昭和５４年）の国連総会で「女性に対するあらゆる差別を撤廃する条約（女性差別撤廃

条約）」が採択され、我が国もこれに署名し、１９８５年（昭和６０年）に批准しています。

１９８５年（昭和６０年）に開催された国連婦人の十年最終年世界会議（ナイロビ）では、１０年間の

評価と今後の課題が検討され、女性の地位向上、あらゆる分野での参画促進を図るための課題を

具体的に示した「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」が採択されました。

さらに、１９９３年（平成５年）の国連世界人権会議では「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」

が採択されました。

１９９５年（平成７年）北京において第４回世界女性会議が開催され、女性の権利は人権であると

うたわれた「北京宣言」と１２の重大問題領域を設定した「行動綱領」が採択されました。

２０００年（平成１２年）のニューヨークで開催された、国連特別総会女性２０００年会議では、「政治
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宣言」と北京宣言及び行動綱領実施促進のため「更なる行動とイニシアティブに関する文書」が

採択されました。

２００５年（平成１７年）のニューヨークで開催された、第４９回国連婦人の地位委員会では、北京宣

言及び行動綱領並びに女性２０００年会議成果文書の実施状況の評価・見直しを行うとともに、実施

に向けた今後の課題について話し合われました。

２０１４年（平成２６年）東京において、「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」が開催され

ました。このシンポジウムは、安倍政権の最重要課題の一つである「女性が輝く社会」を実現す

るための取組の一環として開催され、世界各国及び日本各地から女性分野で活躍するトップ・

リーダーが出席し、日本及び世界における女性の活躍促進のための取組について議論が行われま

した。

� 国内の動き

日本では、１９７５年（昭和５０年）に総理府に「婦人問題企画推進本部」が設置され、１９７７年（昭

和５２年）には「国内行動計画」を策定し、女性問題への本格的な取り組みを始めました。

１９８５年（昭和６０年）に、男女雇用機会均等法を制定し、「女子差別撤廃条約」を批准しました。

その後も、育児休業等に関する法律やパートタイム労働法等の整備により、女性の地位向上と

多様な生き方の選択を可能とする社会づくりが進められてきました。

また、１９８７年（昭和６２年）に「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」を策定し、男女共同参

画社会の形成に向けた施策が示されました。

そして、１９９４年（平成６年）には「婦人問題推進本部」を「男女共同参画推進本部」と改める

とともに、「男女共同参画審議会」が設置されました。

１９９９年（平成１１年）には、男女共同参画社会の実現を２１世紀の最重要課題と位置付けた「男女

共同参画社会基本法」が施行され、２０００年（平成１２年）には同法に基づく「男女共同参画基本計

画」を策定し、国、都道府県、市町村、国民の責務等が示されました。地方公共団体及び国民が

男女共同参画社会の形成に関する取り組みを、総合的かつ計画的に推進するよう定められました。

２００５年（平成１７年）には、女性のチャレンジ支援策の充実や仕事と家庭・地域社会の両立支援

策の推進、指導的地位に占める女性の割合の増加を期待する内容などを盛り込んだ第２次男女共

同参画基本計画が策定されました。

さらに、２０１０年（平成２２年）には、国内における男女共同参画社会の形成が一層加速されるよ

う、実効性のあるアクション・プランとして、第３次男女共同参画基本計画が策定されました。

２０１５年（平成２７年）施策の総合的かつ計画的推進を図るため、平成３７年度末までの「基本的な

考え方」並びに平成３２年度末までを見通した「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定め

た第４次男女共同参画基本計画が策定されました。

２０１６年（平成２８年）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が全面施行され、女性の

職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会の実現を図るための基本方針等が示され

ました。
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� 長崎県の動き

長崎県では、１９７８年（昭和５３年）に「長崎県婦人問題懇話会」を設置し、その提言を受けて、

１９８０年（昭和５５年）「いきがいを育てる長崎県の婦人対策」を策定し、女性関係施策の指針とし

ました。

その後、女性を取り巻く社会環境の著しい変化に伴い、１９９０年（平成２年）、２１世紀を展望し

た「２００１ながさき女性プラン」を策定、１９９４年（平成６年）には一部改定を行い、総合的、効果

的な女性関係行政の推進が行われてきました。

また、２０００年（平成１２年）、「男女共同参画社会基本法」の趣旨を踏まえ、「２００１ながさき女性

プラン」を全面改訂した「長崎県男女共同参画計画」を策定し、この計画の実効性と推進を図る

ため、２００２年（平成１４年）に「長崎県男女共同参画推進条例」が施行されました。これに伴い２００３

年（平成１５年）に、社会経済情勢の変化に的確に対応した「長崎県男女共同参画基本計画」が策

定され、男女共同参画社会づくりが推進されました。

さらに、２０１１年（平成２３年）に「第２次長崎県男女共同参画基本計画」が策定され、２０１６年（平

成２８年）には、長崎県における男女共同参画社会づくりに向けた取組の実効性をより高めるとと

もに、女性が能力を十分に発揮できる社会づくりを一層進めるため、「第３次長崎県男女共同参

画基本計画」が策定されています。

� 五島市の動き

五島市では、２００５年（平成１７年）に「五島市男女共同参画推進委員会」、「五島市男女共同参画

審議会」を設置し、五島市における男女共同参画社会の形成の促進及び、それに関する施策の総

合的かつ効果的な推進を図ってきました。

２００７年（平成１９年）に、五島市男女共同参画計画を策定し、２０１０年（平成２２年）１０月には第２

次男女共同参画策定に向けた市民意識調査を行い、作成した素案を学識経験者や関係団体の代表

者で構成する「五島市男女共同参画審議会」で審議していただき、その提言や答申を反映した「第

２次五島市男女共同参画計画」を２０１２年（平成２４年）３月に策定しております。

その後の取組としては、五島地区男女協働セミナー、地域の魅力アップセミナー、男女共同参

画下五島地域活動促進会議等を開催し、男女共同参画社会実現のために講ずべきことの研究を始

め、各種啓発活動を展開してきました。

また、「男女あれこれ語ろう会」を開催し、男女あるいは異業種の方々との交流会、悩み共有

の場の提供に努めました。更に「輝く人へのインタビュー」では、地域で活躍する方々を取材し、

その模様をケーブルテレビで放送したり、小冊子にまとめて関係機関へ配布したりするなど、輝

く人の情報の拡散を図りました。

目まぐるしく変わる社会情勢の変化に配慮しながら「第３次五島市男女共同参画計画」を策定

し、男女共同参画社会づくりに向けた取組を確かなものとし、女性が能力を十分に発揮できる社

会の実現を目指してまいります。
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（注１）市民意識調査
平成２７年１０月、五島市に在住する２０歳以上７０歳未満の男女５００名を住民基本台帳から無作為に抽出し、
郵送により実施。回収率３２．０％（１６０名）
（アンケートは参考資料掲載）
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